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市
内
に
住
所
が
あ
っ
て
勤
務
先

の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
て
い

な
い
方
は
、
国
民
健
康
保
険
に
必

ず
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
会
社
な
ど
を
退
職
し
勤
務
先
の

健
康
保
険
を
脱
退
し
た
と
き
、
ま

た
は
会
社
な
ど
に
就
職
し
て
勤
務

先
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

に
は
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・

喪
失
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
忘

れ
ず
に　
日
以
内
に
手
続
き
を
し

１４

て
く
だ
さ
い
。

　
※
国
民
健
康
保
険
加
入・喪
失・

変
更
に
必
要
な
書
類
な
ど
は
、
下

表
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

勤
務
先
の
健
康
保
険
に

入
れ
ま
せ
ん
か

　
会
社
、
工
場
な
ど
の
法
人
や
従

　

年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

２７は
１
万
５
５
９
０
円
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
急
速

な
少
子
高
齢
化
に
対
応
し
、
制

度
の
安
定
を
図
る
た
め
、　

年
１７

度
～　
年
度
の
間
、
年
度
ご
と

２９

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、　

年
度
の
保

２７

険
料
は
３
４
０
円
引
き
上
げ
ら

れ
、
１
万
５
５
９
０
円
と
な
り

ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
の
納
め
忘
れ

が
あ
る
と
将
来
受
け
取
る
年
金

が
少
な
く
な
る
だ
け
で
は
な
く
、

年
金
を
受
給
で
き
な
く
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
料

は
必
ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ

う
。
　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

　
介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
）
は
、
在
宅
で
の
生

活
が
困
難
な
要
介
護
者
を
支
え
る

施
設
と
し
て
の
機
能
に
重
点
化
さ

れ
、
４
月
１
日
以
降
、
新
た
に
入

所
で
き
る
方
は
、
原
則
、
要
介
護

３
以
上
の
方
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
要
介
護
１
・
２
の
方
に
つ
い

て
、
特
例
的
に
入
所
が
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「
特
例
入
所
」
の
要
件

　
入
所
申
し
込
み
の
際
に
、
次
の

①
～
④
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該

当
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
①
認
知
症
の
方
で
、
日
常
生
活

に
支
障
を
来
す
よ
う
な
症
状
・
行

動
や
意
思
疎
通
の
困
難
さ
が
頻
繁

に
見
ら
れ
る

　
②
知
的
障
害
・
精
神
障
害
等
を

伴
い
、
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す

よ
う
な
症
状
・
行
動
や
意
思
疎
通

の
困
難
さ
等
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る

　
③
家
族
な
ど
に
よ
る
深
刻
な
虐

待
が
疑
わ
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

心
身
の
安
全
・
安
心
の
確
保
が
困

難
で
あ
る

　
④
単
身
世
帯
で
あ
る
、
同
居
家

族
が
高
齢
ま
た
は
病
弱
で
あ
る
な

ど
に
よ
り
家
族
な
ど
に
よ
る
支
援

が
期
待
で
き
ず
、
地
域
で
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
や
生
活
支
援
の
供
給
も

不
十
分
で
あ
る

業
員
が
５
人
以
上
の
個
人
事
業
所

に
勤
務
し
て
い
る
方
と
、
そ
の
家

族
は
、
勤
務
先
の
健
康
保
険
や
厚

生
年
金
な
ど
へ
の
加
入
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
て
、
病
気
や

け
が
を
し
た
と
き
に
必
要
な
保
険

給
付
が
行
わ
れ
、
生
活
を
安
定
さ

せ
る
仕
組
み
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
方
は
国

民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

　
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
も
、

勤
務
日
数
、
時
間
が
一
般
の
従
業

員
の
４
分
の
３
以
上
あ
る
場
合
は
、

勤
務
先
の
健
康
保
険
や
厚
生
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
勤
務
先
の
健
康
保
険
へ
の
加

入
は
、
職
場
の
担
当
者
や
全
国
健

康
保
険
協
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
※
「
法
人
」
と
は
公
・
私
法
人
、

営
利
法
人
、
公
益
法
人
、
社
団
法

人
や
財
団
法
人
を
問
い
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
は
、
商
法
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
会
社
で
、
社
会
福
祉
法
人
、

医
療
法
人
、
学
校
法
人
な
ど
の
特

殊
法
人
や
公
法
人
で
あ
る
都
道
府

県
、
市
区
町
村
の
地
方
公
共
団
体

も
含
ま
れ
ま
す
。

◎
各
種
問
い
合
わ
せ
先

　
▼
健
康
保
険
に
関
す
る
こ
と
＝

全
国
健
康
保
険
協
会
東
京
支
部
☎

０
３
・
６
８
５
３
・
６
１
１
１

　
▼
厚
生
年
金
に
関
す
る
こ
と
＝

武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０
４
２

２
・
５
６
・
１
４
１
１

　
▼
労
働
基
準
・
労
災
に
関
す
る

こ
と
＝
三
鷹
労
働
基
準
監
督
署
☎

０
４
２
２
・
４
８
・
１
１
６
１

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

申
し
込
み
に
つ
い
て

　
◎
３
月　
日
ま
で
に
入
所
申
し

３１

込
み
を
し
た
方
＝
要
介
護
１
～
５

の
全
て
の
方
は
、
改
め
て
手
続
き

の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

　
◎
４
月
１
日
以
降
に
入
所
申
し

込
み
を
す
る
方
＝
要
介
護
１
・
２

の
方
は
、「
特
例
入
所
」の
要
件
を

確
認
す
る
た
め
、
変
更
後
の
申
込

書
類
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

（
変
更
前
の
申
込
書
類
で
手
続
き

を
す
る
と
、
改
め
て
手
続
き
が
必

要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

入
所
に
つ
い
て

　
◎
３
月　
日
ま
で
に
入
所
し
た

３１

方
＝
要
介
護
１
～
５
の
全
て
の
方

が
、
引
き
続
き
入
所
で
き
ま
す

　
◎
４
月
１
日
以
降
に
入
所
す
る

方
＝
原
則
、
要
介
護
３
以
上
の
方

に
な
り
ま
す
。
要
介
護
１
・
２
の

方
は
特
例
的
に
入
所
が
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
介
護
サ

ー
ビ
ス
係
☎
４
７
０
・
７
７
５
０

へ
。

　
　
年
度
の
市
税
な
ど（
市
民
税・

２６
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、
軽
自

動
車
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
）
の
納
期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　
納
期
限
ま
で
に
市
税
な
ど
を
完

納
し
て
い
な
い
と
、
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
財
産
が

差
し
押
さ
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
納
付
に
お
困
り
の
と
き
は

　
病
気
･
事
故
･
災
害
な
ど
、
や

む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難

な
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
早
め

に
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
２
９
へ
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

固
定
資
産
の
評
価
替
え
が
行
わ
れ
ま
す

　
　
年
度
は
、
３
年
に
１
度
の
固

２７
定
資
産
の
評
価
額
を
見
直
す
年
度

で
す
。

①
土
地
の
評
価
替
え
に
つ
い
て

　
　
年
度
～　
年
度
の
評
価
額
は
、

２４

２６

　
年
１
月
１
日
が
価
格
調
査
基
準

２３日
で
し
た
。

　
　
年
度
は
、
評
価
替
え
年
度
の

２７
た
め
、　

年
１
月
１
日
を
価
格
調

２６

査
基
準
日
と
し
て
地
価
調
査
を
行

い
、
価
格
を
算
出
し
ま
す
。

②
家
屋
の
評
価
替
え
に
つ
い
て

　
在
来
分
家
屋
に
つ
い
て
、
建
築

物
価
の
動
向
が
考
慮
さ
れ
た
新
し

い
評
価
基
準
に
よ
っ
て
評
価
の
見

直
し
を
行
い
、
こ
れ
に
建
築
時
か

ら
の
年
数
の
経
過
に
応
じ
た
減
価

率
を
反
映
し
、　

年
度
の
家
屋
の

２７

価
格
を
算
出
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
評
価
替
え
に
よ
っ
て

算
出
し
た
評
価
額
が
、
前
年
度
の

評
価
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
前

年
度
の
評
価
額
を
据
え
置
き
ま
す
。

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧 

帳
簿
の
縦
覧
が
始
ま
り
ま
す

　
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧
が
４
月
１
日
（
水
）
か

ら
始
ま
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
市
内
の
土
地
・
家
屋

に
係
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
を
納
税
す
る
方
が
所
有
す
る
土

地
・
家
屋
と
、
他
の
土
地
・
家
屋

と
の
価
格
を
比
較
し
、
所
有
す
る

固
定
資
産
の
評
価
が
適
正
か
ど
う

か
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。

　
【
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】
①
所
在
地
番
②
地
目
③

地
積
④
価
格

　
【
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
記

載
事
項
】
①
所
在
地
番
②
家
屋
番

号
③
種
類
④
構
造
⑤
建
築
年
⑥
床

面
積
⑦
価
格

　
【
縦
覧
期
間
】４
月
１
日（
水
）～

６
月
１
日
（
月
）
午
前
８
時
半
～

午
後
５
時
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）

　
【
縦
覧
場
所
】課
税
課（
市
役
所

２
階
）

　
【
縦
覧
対
象
者
】①
固
定
資
産
税

の
納
税
者
（　
年
１
月
１
日
現
在
、

２７

市
内
に
固
定
資
産
を
所
有
し
課
税

さ
れ
る
方
）
②
納
税
管
理
人
③
代

理
人
（
委
任
状
が
必
要
で
す
）

　
【
申
請
方
法
】課
税
課
で
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
次
の

い
ず
れ
か
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

①
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証
な

ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
②　
２７

年
度
の
納
税
通
知
書
（
５
月
上
旬

発
送
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
課
税
明
細
書
・

納
税
通
知
書
に
つ
い
て

　
　
年
度
の
課
税
明
細
書
・
納
税

２７
通
知
書
を
５
月
上
旬
に
発
送
し
ま

す
の
で
、
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
３
８
・
２
３
３
９
・
２
３
４

　
満　
歳
以
上
の
都
民
に
は
、
申

７０

し
込
み
に
よ
り
、
都
営
交
通
お
よ

び
都
内
を
走
行
す
る
民
営
バ
ス
な

ど
が
利
用
で
き
る
「
東
京
都
シ
ル

バ
ー
パ
ス
」
を
発
行
し
ま
す
。

　
【
パ
ス
の
有
効
期
限
】発
行
日
～

　
年
９
月　
日
（
水
）

２７

３０

　
【
対
象
者
】都
内
に
住
民
登
録
の

あ
る
満　
歳
以
上
の
方
（
寝
た
き

７０

り
の
方
を
除
く
）

　
【
費
用
・
必
要
書
類
】

　
（
１
）　

年
度
の
住
民
税
が「
課

２７

税
」
の
方
▼
費
用
＝
１
万
２
５
５

円
（
４
月
～
９
月
発
行
分
）
▼
必

要
書
類
＝
住
所
・
氏
名
・
生
年
月

日
が
確
認
で
き
る
本
人
確
認
書
類

（
保
険
証
ま
た
は
運
転
免
許
証
）

　
（
２
）　

年
度
の
住
民
税
が「
非

２７

課
税
」
の
方
、
ま
た
は　
年
度
の

２７

住
民
税
が
「
課
税
」
で
、　

年
の

２６

合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以

下
の
方
▼
費
用
＝
１
０
０
０
円
▼

必
要
書
類
＝
住
所
・
氏
名
・
生
年

月
日
が
確
認
で
き
る
本
人
確
認
書

類（
保
険
証
ま
た
は
運
転
免
許
証
）

と
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
①　
年
２７

度
介
護
保
険
料
額
納
入
（
決
定
）

通
知
書
（
所
得
段
階
区
分
が
１
～

６
の
記
載
が
あ
る
も
の
）　

※
新

規
発
行
の
場
合
は
前
年
度
の
同
通

知
書
（
所
得
段
階
区
分
が
１
～
５

の
記
載
が
あ
る
も
の
）
で
も
可
。

１
）、同
課
家
屋
資
産
税
係
☎
４
７

０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
４
２

～
２
３
４
４
）
へ
。

②
住
民
税
非
課
税
証
明
書
③
生
活

保
護
受
給
証
明
書
（「
生
活
扶
助
」

を
表
す
記
載
が
あ
る
も
の
）　

※

②
③
は　
年
度
の
書
類
が
必
要
で

２７

す
が
、
住
民
税
の
賦
課
決
定
ま
で

の
期
間
（
４
月
～
６
月
ご
ろ
）
は

前
年
度
の
書
類
で
代
用
で
き
ま
す
。

　
【
申
し
込
み
方
法
】費
用
お
よ
び

必
要
書
類
を
持
参
の
上
、
最
寄
り

の
バ
ス
営
業
所
（
東
久
留
米
駅
東

口
の
営
業
所
は
４
月
５
日
〈
日
〉

で
閉
鎖
）、都
営
地
下
鉄
定
期
券
販

売
所
な
ど
の
シ
ル
バ
ー
パ
ス
発
行

窓
口
へ
。
満　
歳
に
な
る
月
の
初

７０

日
（
１
日
が
誕
生
日
の
方
は
前
月

の
初
日
か
ら
）
申
し
込
め
ま
す

　
詳
し
く
は
一
般
社
団
法
人
東
京

バ
ス
協
会
シ
ル
バ
ー
パ
ス
専
用
電

話
☎
０
３
・
５
３
０
８
・
６
９
５

０
（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
。
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
へ
。

　広報３月１５日号２面、「市税などをコンビニエ
ンスストアで納付できるようになります」の日
付に誤りがありました。正しくは次の通りです。
　【コンビニエンスストアで納付できる税金など】
４月１日以降に市から送付する次の税金などの

納付書はコンビニ納付に対応したものになりま
す。
　おわびして訂正いたします。
　詳しくは納税課☎４７０・７７２９へ。

国民健康保険への加入・喪失・変更手続き
加入・喪失・変更の際に
必要な書類など　　　　手続きが必要なとき

他の市区町村の転出証明書、認め印市内に転入してきたとき

国
保
に
入
る
場
合

勤務先の健康保険をやめた証明書（資
格喪失証明書など）、認め印、被保険者
証（世帯主に変更があるとき）

勤務先の健康保険をやめたと
き

被扶養者から外れた証明書、認め印、
被保険者証（世帯主に変更があるとき）

勤務先の健康保険の被扶養者
から外れたとき

被保険者証、母子健康手帳、世帯主名
義の口座番号がわかるもの、認め印子どもが生まれたとき

生活保護廃止決定通知書、認め印生活保護が廃止されることに
なったとき

被保険者証、認め印市内から転出するとき
国
保
を
や
め
る
場
合

国保と勤務先の両方の被保険者証、認
め印

勤務先の健康保険に入ったと
き▼被扶養者になったとき

被保険者証、喪主であることが確認で
きるもの（会葬御礼のはがきなど）、喪
主の口座番号が分かるもの、認め印

死亡したとき

被保険者証、生活保護開始決定通知書、
認め印

生活保護を受けることになっ
たとき

被保険者証、新住所の住民票、在学証
明書、認め印

修学のため別に住所を定める
とき

そ
の
他
の
変
更 窓口で再交付の申請が必要、認め印被保険者証を無くしたとき

※世帯主の自筆署名の場合、認め印は省略できます。

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・

喪
失
の
手
続
き
を

会
社
な
ど
を
退
職
、
会
社
な
ど
に
就
職
し
た
ら

４
月
１
日
（
水
）
か
ら

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
新
規
入
所
者
は

原
則
、
要
介
護
３
以
上
に
限
定
さ
れ
ま
す

市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

納
税
に
ご
協
力
を

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
の
お
知
ら
せ

４
月
～
９
月
・
新
規
購
入
の
方
へ

おわびと訂正


